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Escherichia albertiiに係る報告について 

 

 

標記の件につきまして、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）長

宛に通知がなされました。 

本件は、Escherichia albertii（食中毒症状、下痢等の消化器症状を惹起するこ

とがあり、腸管出血性大腸菌と誤認される可能性がある菌種）による感染症に係る

情報集積及びリスクに係る評価の必要性から、各自治体に対して、従来の病原体検

出情報システムにおける報告に加え、①Vero毒素産生性を問わず、患者検体から検

出された事例が生じた場合、感染研に情報提供するとともに、分離された菌株を送

付する、②上記①の情報提供に際して、患者の疫学情報の詳細を提供する、③一定

の条件を満たす菌株については、ＰＣＲ法によるEscherichia albertiiの探索の実

施を求めるものであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、関係医療機関

に対する周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








